
○ 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成二十六年十月十四日閣議決定）
（傍線部分は改正部分）

変 更 案 現 行

目次 （略） 目次 （略）

Ⅰ 基本的な考え方 Ⅰ 基本的な考え方
１・２ （略） １・２ （略）
３ 特定秘密を取り扱う者等の責務 ３ 特定秘密を取り扱う者等の責務
(1) （略） (1) （略）
(2) 特定秘密を取り扱う者は、自身が特定秘密の漏えいの働き掛けを受 (2) 特定秘密を取り扱う者は、自身が特定秘密の漏えいの働き掛けを受

ける対象となり得ることを十分に認識し、施行令第11条第２項に基づ ける対象となり得ることを十分に認識し、施行令第12条第２項に基づ
き実施される特定秘密の保護に関する教育を受講するなどして規範意 き実施される特定秘密の保護に関する教育を受講するなどして規範意
識を常に高く保たなければならない。 識を常に高く保たなければならない。

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略）

Ⅱ 特定秘密の指定等 Ⅱ 特定秘密の指定等
１ （略） １ （略）
２ 実施体制 ２ 実施体制

行政機関の長は、施行令第11条第１項第１号の特定秘密の保護に関す 行政機関の長は、施行令第12条第１項第１号の特定秘密の保護に関す
る業務を管理する者として、行政機関の長以外の当該行政機関の職員の る業務を管理する者として、行政機関の長以外の当該行政機関の職員の
うちから、我が国の安全保障に関する事務のうち特定秘密保護法別表に うちから、我が国の安全保障に関する事務のうち特定秘密保護法別表に
掲げる事項に係るものを所掌する国家行政組織法(昭和23年法律第120号 掲げる事項に係るものを所掌する国家行政組織法(昭和23年法律第120号
)第７条の官房、局、部若しくは委員会の事務局若しくは事務総局の長 )第７条の官房、局、部若しくは委員会の事務局若しくは事務総局の長
、同法第８条の２の施設等機関の長、同法第８条の３の特別の機関の長 、同法第８条の２の施設等機関の長、同法第８条の３の特別の機関の長
、同法第９条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる者を特定秘密管理 、同法第９条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる者を特定秘密管理
者に指名し、特定秘密の保護に関する業務を管理するために必要な以下 者に指名し、特定秘密の保護に関する業務を管理するために必要な以下
に掲げる措置を講じさせるものとする。 に掲げる措置を講じさせるものとする。

(1) 施行令第３条、第６条、第７条第１項第３号、第８条第２号及び第 (1) 施行令第４条、第７条、第８条第１項第３号、第９条第２号及び第
10条第１項第３号並びに３(5)の規定による特定秘密指定管理簿への 11条第１項第３号並びに３(5)の規定による特定秘密指定管理簿への
記載又は記録 記載又は記録

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略）
(6) 施行令第７条第１項第１号及び第２号の規定による措置並びにⅢ１ (6) 施行令第８条第１項第１号及び第２号の規定による措置並びにⅢ１

(2)アの規定による周知等 (2)アの規定による周知等
(7) 施行令第８条第１号の規定による措置及びⅢ１(3)の規定による周 (7) 施行令第９条第１号の規定による措置及びⅢ１(3)の規定による周

知 知
(8) （略） (8) （略）
(9) 施行令第10条第１項第１号及び第２号の規定による措置並びにⅢ２ (9) 施行令第11条第１項第１号及び第２号の規定による措置並びにⅢ２

(2)の規定による周知等 (2)の規定による周知等
(10) 施行令第11条第２項の規定による措置 (10) 施行令第12条第２項の規定による措置



(11)・(12) （略） (11)・(12) （略）
３ 指定手続 ３ 指定手続
(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）
(3) 対象情報の記述は、必要に応じ、「（○○を含む。）」、「（○○ (3) 対象情報の記述は、必要に応じ、「（○○を含む。）」、「（○○

を除く。）」と記すこと等により、当該指定に係る情報の範囲が明確 を除く。）」と記すこと等により、当該指定に係る情報の範囲が明確
になるようにするものとする。また、毎年度作成する計画や継続的に になるようにするものとする。また、毎年度作成する計画や継続的に
収集する情報など、行政機関が当該指定に係る情報を異なる時期に複 収集する情報など、行政機関が当該指定に係る情報を異なる時期に複
数回保有することが想定される場合には、指定の有効期間を定める趣 数回保有することが想定される場合には、指定の有効期間を定める趣
旨に鑑み、対象情報の記述及び施行令第３条第３号の特定秘密の概要 旨に鑑み、対象情報の記述及び施行令第４条第３号の特定秘密の概要
は、例えば「平成○○年度○○計画」、「情報収集衛星により平成○ は、例えば「平成○○年度○○計画」、「情報収集衛星により平成○
○年中に入手した衛星画像情報」、「平成○○年中の○○国との間の ○年中に入手した衛星画像情報」、「平成○○年中の○○国との間の
○○に関する交渉の内容」と期間を区切るなどして、適切に管理でき ○○に関する交渉の内容」と期間を区切るなどして、適切に管理でき
るよう記すものとする。 るよう記すものとする。

(4) （略） (4) （略）
(5) 特定秘密指定管理簿には、個々の特定秘密について、施行令第３条 (5) 特定秘密指定管理簿には、個々の特定秘密について、施行令第４条

第１号から第５号までに掲げる事項、指定の整理番号及び当該指定に 第１号から第５号までに掲げる事項、指定の整理番号及び当該指定に
係る特定秘密の保護に関する業務を管理する特定秘密管理者の官職を 係る特定秘密の保護に関する業務を管理する特定秘密管理者の官職を
一覧できるように記載し、又は記録するものとする。同条第３号の特 一覧できるように記載し、又は記録するものとする。同条第３号の特
定秘密の概要については、特定秘密として取り扱うことを要しないよ 定秘密の概要については、特定秘密として取り扱うことを要しないよ
う要約したものを記述するものとする。なお、記載事項に変更があっ う要約したものを記述するものとする。なお、記載事項に変更があっ
たときは、遅滞なく必要な変更を加えなければならない。 たときは、遅滞なく必要な変更を加えなければならない。

(6) 特定秘密管理者は、指定がされたときは、行政機関の長の命を受け (6) 特定秘密管理者は、指定がされたときは、行政機関の長の命を受け
て、特定秘密保護法第３条第２項第１号又は第２号に規定する措置を て、特定秘密保護法第３条第２項第１号又は第２号に規定する措置を
講ずるほか、当該指定に係る施行令第３条第２号及び第３号に掲げる 講ずるほか、当該指定に係る施行令第４条第２号及び第３号に掲げる
事項（同条第２号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了す 事項（同条第２号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了す
る年月日に限る。）を当該行政機関において当該指定に係る特定秘密 る年月日に限る。）を当該行政機関において当該指定に係る特定秘密
の取扱いの業務に従事する職員（当該指定について特定秘密保護法第 の取扱いの業務に従事する職員（当該指定について特定秘密保護法第
３条第２項第２号の通知を受けた者を除く。）に周知するものとす ３条第２項第２号の通知を受けた者を除く。）に周知するものとす
る。 る。

４・５ （略） ４・５ （略）
６ 指定した特定秘密を適切に保護するための規程 ６ 指定した特定秘密を適切に保護するための規程
(1) 施行令第11条第１項に規定する規程（以下「規程」という。）には (1) 施行令第12条第１項に規定する規程（以下「規程」という。）には

、同条各号に掲げる措置及び特定秘密の保護に関する業務の実施体制 、同条各号に掲げる措置及び特定秘密の保護に関する業務の実施体制
の構築その他特定秘密を適切に保護するために必要な事項を定めるも の構築その他特定秘密を適切に保護するために必要な事項を定めるも
のとする。 のとする。

(2) 規程には、施行令第11条第１項第２号の職員に対する特定秘密の保 (2) 規程には、施行令第12条第１項第２号の職員に対する特定秘密の保
護に関する教育について、当該規程が定められた行政機関に属する特 護に関する教育について、当該規程が定められた行政機関に属する特
定秘密保護法第11条各号に規定する者を含めて実施することその他必 定秘密保護法第11条各号に規定する者を含めて実施することその他必
要な事項を定めるものとする。 要な事項を定めるものとする。

(3) 規程には、緊急の事態における施行令第11条第１項第10号の廃棄に (3) 規程には、緊急の事態における施行令第12条第１項第10号の廃棄に
ついて、危機管理及び公文書の管理に万全を期するため、次に掲げる ついて、危機管理及び公文書の管理に万全を期するため、次に掲げる



事項その他必要な事項を定めるものとする。 事項その他必要な事項を定めるものとする。
・ 廃棄をする場合には、あらかじめ行政機関の長の承認を得るこ ・ 廃棄をする場合には、あらかじめ行政機関の長の承認を得るこ

と。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合には、 と。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合には、
廃棄後、速やかに行政機関の長に報告すること。 廃棄後、速やかに行政機関の長に報告すること。

・ 廃棄をした場合には、廃棄をした特定秘密文書等の概要、同号の ・ 廃棄をした場合には、廃棄をした特定秘密文書等の概要、同号の
要件に該当すると認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面 要件に該当すると認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面
を作成し、行政機関の長に報告すること。 を作成し、行政機関の長に報告すること。

・ 上記の報告を受けた行政機関の長は、当該廃棄をした旨を内閣保 ・ 上記の報告を受けた行政機関の長は、当該廃棄をした旨を内閣保
全監視委員会及び内閣府独立公文書管理監に報告すること。 全監視委員会及び内閣府独立公文書管理監に報告すること。

(4) （略） (4) （略）

Ⅲ 特定秘密の指定の有効期間の満了、延長、解除等 Ⅲ 特定秘密の指定の有効期間の満了、延長、解除等
１ 指定の有効期間の満了及び延長 １ 指定の有効期間の満了及び延長
(1) （略） (1) （略）
(2) 指定の有効期間の満了 (2) 指定の有効期間の満了

ア 有効期間の満了の周知等 ア 有効期間の満了の周知等
特定秘密管理者は、指定の有効期間が満了したときは、行政機関 特定秘密管理者は、指定の有効期間が満了したときは、行政機関

の長の命を受けて、施行令第７条第１項の規定による措置を講ずる の長の命を受けて、施行令第８条第１項の規定による措置を講ずる
ほか、当該指定の有効期間が満了した旨を当該行政機関において当 ほか、当該指定の有効期間が満了した旨を当該行政機関において当
該指定に係る情報の取扱いの業務に従事する職員（当該指定の有効 該指定に係る情報の取扱いの業務に従事する職員（当該指定の有効
期間の満了について施行令第７条第１項第２号の通知を受けた者を 期間の満了について施行令第８条第１項第２号の通知を受けた者を
除く。）に周知するとともに、当該指定に係る情報の取扱いの業務 除く。）に周知するとともに、当該指定に係る情報の取扱いの業務
に従事していた者が、その取り扱っていた特定秘密の指定の有効期 に従事していた者が、その取り扱っていた特定秘密の指定の有効期
間が満了したか否かを確認することができるようにするものとす 間が満了したか否かを確認することができるようにするものとす
る。 る。

イ 特定秘密表示の抹消 イ 特定秘密表示の抹消
施行令第７条第１項第１号の規定による特定秘密表示の抹消は、 施行令第８条第１項第１号の規定による特定秘密表示の抹消は、

特定秘密表示に、赤色の二重線を付すことその他これに準ずる方法 特定秘密表示に、赤色の二重線を付すことその他これに準ずる方法
によりするものとする。 によりするものとする。

ウ 指定有効期間満了表示 ウ 指定有効期間満了表示
施行令第７条第１項第１号の規定による指定有効期間満了表示は 施行令第８条第１項第１号の規定による指定有効期間満了表示は

、特定秘密表示の傍らの見やすい箇所にするものとする。 、特定秘密表示の傍らの見やすい箇所にするものとする。
(3) 有効期間の延長の周知等 (3) 有効期間の延長の周知等

特定秘密管理者は、指定の有効期間が延長されたときは、行政機関 特定秘密管理者は、指定の有効期間が延長されたときは、行政機関
の長の命を受けて、施行令第８条の規定による措置を講ずるほか、当 の長の命を受けて、施行令第９条の規定による措置を講ずるほか、当
該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満 該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満
了する年月日を当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱 了する年月日を当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱
いの業務に従事する職員（当該指定の有効期間の延長について施行令 いの業務に従事する職員（当該指定の有効期間の延長について施行令
第８条第１号の通知を受けた者を除く。）に周知するものとする。 第９条第１号の通知を受けた者を除く。）に周知するものとする。

(4) （略） (4) （略）
２ 指定の解除 ２ 指定の解除



(1) （略） (1) （略）
(2) 解除の周知等 (2) 解除の周知等

特定秘密管理者は、指定が解除されたときには、行政機関の長の命 特定秘密管理者は、指定が解除されたときには、行政機関の長の命
を受けて、施行令第10条第１項の規定による措置を講ずるほか、当該 を受けて、施行令第11条第１項の規定による措置を講ずるほか、当該
指定を解除した旨及びその年月日を当該行政機関において当該指定に 指定を解除した旨及びその年月日を当該行政機関において当該指定に
係る情報の取扱いの業務に従事する職員（当該指定の解除について施 係る情報の取扱いの業務に従事する職員（当該指定の解除について施
行令第10条第１項第２号の通知を受けた者を除く。）に周知するとと 行令第11条第１項第２号の通知を受けた者を除く。）に周知するとと
もに、当該指定に係る情報の取扱いの業務に従事していた者が、その もに、当該指定に係る情報の取扱いの業務に従事していた者が、その
取り扱っていた特定秘密の指定が解除されたか否かを確認することが 取り扱っていた特定秘密の指定が解除されたか否かを確認することが
できるようにするものとする。 できるようにするものとする。

(3) 特定秘密表示の抹消 (3) 特定秘密表示の抹消
施行令第10条第１項第１号の規定による特定秘密表示の抹消は、１ 施行令第11条第１項第１号の規定による特定秘密表示の抹消は、１

(2)イの要領によりするものとする。 (2)イの要領によりするものとする。
(4) 指定解除表示 (4) 指定解除表示

施行令第10条第１項第１号の規定による指定解除表示は、特定秘密 施行令第11条第１項第１号の規定による指定解除表示は、特定秘密
表示の傍らの見やすい箇所にするものとする。 表示の傍らの見やすい箇所にするものとする。

３ （略） ３ （略）

Ⅳ 適性評価の実施 Ⅳ 適性評価の実施
１～９ （略） １～９ （略）
10 適性評価に関する個人情報等の管理 10 適性評価に関する個人情報等の管理
(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）
(4) 適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限 (4) 適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限

行政機関の長、適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働す 行政機関の長、適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働す
る派遣労働者を雇用する事業主は、次に掲げる場合を除き、評価対象 る派遣労働者を雇用する事業主は、次に掲げる場合を除き、評価対象
者が適性評価の実施に同意をしなかった事実、適性評価の結果その他 者が適性評価の実施に同意をしなかった事実、適性評価の結果その他
適性評価の実施に当たって取得する個人情報を特定秘密の保護以外の 適性評価の実施に当たって取得する個人情報を特定秘密の保護以外の
目的のために利用し、又は提供してはならない。 目的のために利用し、又は提供してはならない。
ア 国家公務員法（昭和22年法律第120号）第100条第４項、刑事訴訟 ア 国家公務員法（昭和22年法律第120号）第100条第４項、刑事訴訟

法（昭和23年法律第131号）第197条第２項などの法令に基づく場合 法（昭和23年法律第131号）第197条第２項などの法令に基づく場合
イ 特定秘密保護法第16条第１項ただし書又は施行令第21条に規定す イ 特定秘密保護法第16条第１項ただし書又は施行令第22条に規定す

る事由等のいずれかに該当する疑いが生じた場合 る事由等のいずれかに該当する疑いが生じた場合
11～14 （略） 11～14 （略）

Ⅴ 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適正を確保する Ⅴ 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適正を確保する
ための措置等 ための措置等

１・２ （略） １・２ （略）
３ 特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の ３ 特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の

検証・監察・是正 検証・監察・是正
(1) （略） (1) （略）
(2) 行政機関の長による特定秘密指定管理簿の写しの提出等 (2) 行政機関の長による特定秘密指定管理簿の写しの提出等



ア 行政機関の長は、(1)アに定める検証及び監察の実施に資するた ア 行政機関の長は、(1)アに定める検証及び監察の実施に資するた
め、次に掲げる事務を行うものとする。 め、次に掲げる事務を行うものとする。

(ｱ) 特定秘密を指定し、施行令第３条に基づき特定秘密指定管理簿 (ｱ) 特定秘密を指定し、施行令第４条に基づき特定秘密指定管理簿
に必要な事項を記載し若しくは記録したとき、又は、指定の有効 に必要な事項を記載し若しくは記録したとき、又は、指定の有効
期間を延長し、若しくは指定を解除し、施行令第８条第２号若し 期間を延長し、若しくは指定を解除し、施行令第９条第２号若し
くは第10条第１項第３号に基づき、それぞれ特定秘密指定管理簿 くは第11条第１項第３号に基づき、それぞれ特定秘密指定管理簿
に必要な事項を記載し若しくは記録したときは、速やかに、内閣 に必要な事項を記載し若しくは記録したときは、速やかに、内閣
府独立公文書管理監に、当該指定に関する特定秘密指定管理簿の 府独立公文書管理監に、当該指定に関する特定秘密指定管理簿の
写しを提出すること。 写しを提出すること。

(ｲ)・(ｳ) （略） (ｲ)・(ｳ) （略）
４～６ （略） ４～６ （略）

Ⅵ 本運用基準の見直し Ⅵ 本運用基準の見直し
（略） （略）

Ⅶ 本運用基準の施行日 Ⅶ 本運用基準の施行日
（略） （略）

様式 別添１～別添11 （略） 様式 別添１～別添11 （略）


